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広島県人口移動統計調査業務委託仕様書

１ 業務の概要

広島県人口移動統計調査乙調査票等の審査及び集計を行い、集計データを県に納品する

とともに、公表資料を作成する。

２ 業務内容

（１）人口移動統計調査乙調査票（様式１）等の受取り

県から、乙調査票の内訳等が記載された「広島県人口移動統計調査業務指示書」（様式

３）及び「人口移動統計調査乙調査票」（「市区町要計表」〔様式２〕を含む。）を受け取る。

（２）乙調査票等の確認及び審査並びに整理番号及び市区町村コードの記入

別紙１「広島県人口移動統計調査乙調査票等審査要領」のとおり

（３）乙調査票のせん孔

別紙２「広島県人口移動統計調査乙調査票せん孔要領」のとおり

（４）広島県人口移動統計調査に係る公表資料の作成及び成果物データの納品

別紙３「広島県人口移動統計調査公表資料作成要領」のとおり

（５）乙調査票等の返却

せん孔した乙調査票等は、翌月の乙調査票等の受取りの際に、「広島県人口移動統計調

査業務納品書」（様式４）を添付して県に返却する。

３ 作業日程

別紙４「令和８年度人口移動統計調査スケジュール（予定）」のとおり

ただし、公表状況に応じて、別紙４で定めている日程よりも早く作業を指示することが

ある。

４ 作業場所

当該業務委託を作業する場所は、受託業者が準備すること。

５ 納品場所

広島市中区基町 10 番 52 号

広島県総務局統計課（広島県庁本館３階）

６ その他

（１）業務の効率化を図るため、当該仕様書と異なる方法により作業を実施する場合は、事

前に県と協議の上、その承認を得ること。

（２）受託者は各月の委託業務が完了したときには、速やかに月次委託業務完了報告書（別

記様式）を提出すること。

（３）受託者は、令和８年４月から令和８年９月までのすべての検査に合格したとき、及び

令和８年 10月から令和９年３月までのすべての検査に合格したときは、広島県に委託

料請求書を提出すること。
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７ 事務処理の流れ

（１）月報

（２）季報

（３）年報

８ 添付資料※ 流れや時期は目安であり，詳細は「人口移動統計調査スケジュール」（別紙４）参照

住基データの受取り
（原則毎月第２土曜日の翌週）

　↓

月報作成用データの作成，送付 月報作成用データの受理
（毎月18日頃） 月報データの作成

　↓

月報データの受理 月報データの納品（毎月24日頃）

県 受託業者

〔市町：乙調査票提出（毎月15日締切）〕

　↓
乙調査票等の整理・引渡し
（毎月16日頃）

・乙調査票等の受取り
・乙調査票等の審査
・削除する乙調査票の県への事前確認
・乙調査票の整理番号・コードの記入
・せん孔（パンチ）
・完了データの作成（エクセル形式）
・削除した調査票の編綴

　↓

完了データの受理 完了データの納品（エクセル形式）

　↓

完了データの検査

　↓

せん孔データ作成依頼 せん孔データの作成（テキスト形式）

　↓
・せん孔データ納品（翌月５日頃）
・せん孔件数記録表（せん孔データとともに
  提出）

乙調査票（削除分含む）の受理
（翌月分の乙調査票等の引渡し）

乙調査票（削除分含む）の引き渡し
（翌月分の乙調査票等の受取り）

(以下，公表月（年４回）の事務）

・せん孔データ取り込み

・季報作成用データの作成，送付 ・季報作成用データの受理
（公表月10日頃） ・季報データの作成

　↓

季報データの受理 季報データの納品（公表月20日頃）

　　せん孔データ・せん孔件数記録表
　　の受理

県 受託業者

年報作成用データの作成，送付 年報作成用データの受理
（12月10日頃） 年報データの作成

　↓

年報データの受理 年報データの納品（翌年１月末頃）

県 受託業者
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別紙１ 広島県人口移動統計調査乙調査票等審査要領

別紙２ 広島県人口移動統計調査乙調査票せん孔要領

別紙２-１ 広島県人口移動統計調査乙調査票せん孔作業指示書

別紙２-２ 完了データ入力様式

別紙３ 広島県人口移動統計調査公表資料作成要領

別紙４ 令和８年度人口移動統計調査スケジュール（予定）

別紙５ 広島県人口移動統計調査成果物

様式１ 人口移動統計調査乙調査票

様式２ 広島県人口移動統計調査市区町要計表

様式３ 広島県人口移動統計調査業務指示書

様式４ 広島県人口移動統計調査業務納品書

様式５ 広島県人口移動統計調査乙調査票せん孔件数記録表

様式６ 広島県人口移動統計調査票乙調査票整理票

別記様式 業務完了報告書

参考１ 乙調査票の処理枚数及びせん孔文字数実績

参考２ 広島県人口移動統計調査の概要


